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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 165 条第 2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

 当社は、2010 年 11 月 4 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条

の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 自己株式の取得を行う理由 

   株主還元の一環として自己株式の取得を行います。また、自己株式取得により資本効率の改善を

図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行をしてまいります。 

   また 2010 年 9 月期の配当額に関しましては、同日 2010 年 11 月４日に配当予想を 1,700 円から

前期比 2.2 倍（2009 年 9 月期配当額：1,000 円）の 2,200 円に上方修正しております。くわしくは、

「剰余金の配当に関するお知らせ」をご覧ください。   

     

2. 取得に係る事項の内容 

（1） 取得対象株式の種類      当社普通株式 

 

（2） 取得しうる株式の総数     21,600 株（上限とする） 

※2010 年 11 月 4 日現在の発行済株式総数 648,343 株に対する割合 3.33％ 

※2010 年 11 月 4 日時点の自己株式の保有はございません。 

（3） 株式の取得価額の総額     30 億円（上限とする） 

 

（4） 取得期間           2010 年 11 月 5 日～2011 年 10 月 31 日 

※市場動向等により、全部または一部の取得が行われない可能性があります。 

 

3. 株主還元策について 

   当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識しております。 

「中長期的な株価上昇＋配当」を株主還元と考えておりますが、それに加えて資金需要を総合的に

見極めながら、「自己株式の取得」を機動的に実施し、資本効率の改善と還元水準の更なる向上に

努めてまいります。                                      
 以上  


